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次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
指
定
の
辞
退  

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 
（
森
林
整
備
課
）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 
（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

三

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　
　

四

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
十
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

四

公　
　
　

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

六

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

七

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

七

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表
（
二
件
） 

七

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
十
三
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
二
二
二
〇
〇
七
二

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス　

サ
ポ
ー
ト
南
桜

大
河
原
町
字
南
桜
町
四

番
地
二

大
河
原
町
字
西
桜
町
十

三
番
地
八

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

有
限
会
社
ケ
イ

平
成
二
十
九
年

一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
十
四
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害

児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

児
通
所
支
援
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
二
二
七
〇
〇
六
三
三

こ
は
く

大
和
町
も
み
じ
ヶ
丘
一

－

三
十
五

－

九

共
同
生
活
援
助

株
式
会
社
フ
ィ

リ
ア

平
成
二
十
八
年

十
二
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
十
五
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
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手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
平
成
二
十
八
年
五
月
十
九
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

石
井　

智
彦

泌
尿
器
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

小
松　

誠
司

内

科

大
崎
市
民
病
院
岩
出
山
分
院

大
崎
市
岩
出
山
字
下
川
原
町
八
十
四

番
二
十
九
号

岩
本　

隆
司

内

科

小

児

科

整
形
外
科

外

科

精

神

科

気
仙
沼
市
立
本
吉
病
院

気
仙
沼
市
本
吉
町
津
谷
明
戸
二
百
二

十
二
番
二
号

大
藏　
　

暢

内

科

医
療
法
人
社
団
や
ま
と

や
ま
と
在
宅
診
療
所
大
崎

大
崎
市
古
川
駅
東
三
丁
目
一
番
二
十

一
号
一
〇
一

渡
邉
幸
二
郎

耳

鼻

科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

田
口　

勝
行

泌
尿
器
科

公
立
黒
川
病
院

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

番
地

劉　
　

孟
林

眼

科

や
も
と
眼
科

東
松
島
市
矢
本
字
大
溜
三
百
四
十
三

番
地

角
田　
　

浩

内

科

公
立
黒
川
病
院

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

番
地

小
川　

則
彦

外

科

公
立
黒
川
病
院

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
十
六
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

新

旧

所
属
医
療
機
関
の

名

称

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

所
属
医
療
機
関
の

名

称

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

小
出
佳
代
子

内

科

小
児
科

小
出
医
院

登
米
市
登
米
町
日

野
渡
内
ノ
目
三
百

二
十
九
番
一
号

小
出
在
宅
診
療
所

登
米
市
登
米
町
日

野
渡
南
田
二
十
二

番
一
号

伊
関　

雅
裕

外

科

国
立
療
養
所

東
北
新
生
園

登
米
市
迫
町
新
田

上
葉
ノ
木
沢
一
番

地

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西

道
下
七
十
一
番
地

宮
田　

正
弘

内

科

り
ふ
の
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

宮
城
郡
利
府
町
利

府
字
新
揺
橋
六
十

一
番
一
号

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
穂
波

三
丁
目
八
番
一
号

大
庭　

正
敏

整
形
外
科

大
崎
市
民
病
院

鹿
島
台
分
院

大
崎
市
鹿
島
台
平

渡
字
東
要
害
二
十

番
地

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
穂
波

三
丁
目
八
番
一
号

千
田　

雅
信

内

科

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
穂
波

三
丁
目
八
番
一
号

大
崎
市
民
病
院
鹿

島
台
分
院

大
崎
市
鹿
島
台
平

渡
字
東
要
害
二
十

番
地

太
田　

耕
造

内

科

医
療
法
人
社
団
健

育
会
石
巻
健
育
会
病
院

石
巻
市
大
街
道
西

三
丁
目
三
番
二
十

七
号

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
穂
波

三
丁
目
八
番
一
号

菅
野　

裕
幸

循
環
器
科

か
ん
の
リ
ズ
ム
ハ

ー
ト
ク
リ
ニ
ッ
ク

白
石
市
鷹
巣
東
三

丁
目
八
番
三
号

公
立
刈
田
綜
合
病

院

白
石
市
福
岡
蔵
本

字
下
原
沖
三
十
六

番
地

土
井　
　

洋

眼

科

土
井
眼
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

石
巻
市
新
橋
三
番

十
一
号

菅
原
眼
科
医
院

石
巻
市
新
橋
三
番

十
一
号

〇
宮
城
県
告
示
第
十
七
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

原　
　

清
吾

整
形
外
科

栗
原
市
立
若
柳
病
院

栗
原
市
若
柳
字
川
北
原
畑
二
十
三
番

四
号

加
藤　

健
吾

耳
鼻
咽
喉
科

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
穂
波
三
丁
目
八
番
一
号

目
黒　

泰
彦

眼

科

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
穂
波
三
丁
目
八
番
一
号

小
野
寺
幸
男

内

科

大
崎
市
民
病
院
岩
出
山
分
院

大
崎
市
岩
出
山
字
下
川
原
八
十
四
番

二
十
九
号

板
垣　

英
雄

外

科

大
崎
市
民
病
院
岩
出
山
分
院

大
崎
市
岩
出
山
字
下
川
原
八
十
四
番

二
十
九
号

酒
井　

寿
郎

内

科

大
崎
市
民
病
院
岩
出
山
分
院

大
崎
市
岩
出
山
字
下
川
原
八
十
四
番

二
十
九
号
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千
田　

光
一

内

科

栗
原
市
立
栗
原
中
央
病
院

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央
三
丁
目
一
番

一
号

大
橋　

裕
介

外

科

栗
原
市
立
栗
原
中
央
病
院

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央
三
丁
目
一
番

一
号

佐
々
木　

卓

小

児

科

公
立
黒
川
病
院

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

番
地

山
田　

隆
司

内

科

公
立
黒
川
病
院

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

番
地

齋
藤　

隆
幸

整
形
外
科

公
立
黒
川
病
院

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

番
地

坂
本　
　

敬

整
形
外
科

公
立
黒
川
病
院

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

番
地

位
田　
　

剣

内

科

公
立
黒
川
病
院

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

番
地

小
丸　

達
也

循
環
器
科

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院

機
構
宮
城
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病

セ
ン
タ
ー

栗
原
市
瀬
峰
根
岸
五
十
五
番
二
号

大
沢　
　

上

循
環
器
科

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院

機
構
宮
城
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病

セ
ン
タ
ー

栗
原
市
瀬
峰
根
岸
五
十
五
番
二
号

三
澤　

辰
也

整
形
外
科

社
会
医
療
法
人
将
道
会

総
合
南
東
北
病
院

岩
沼
市
里
の
杜
一
丁
目
二
番
五
号

熊
谷
麿
理
子

内

科

消
化
器
科

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

坂
総
合
病
院

塩
竈
市
錦
町
十
六
番
五
号

〇
宮
城
県
告
示
第
十
八
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
二
二
七
〇
〇
六
四
一

こ
は
く

黒
川
郡
大
和
町
も
み

じ
ヶ
丘
一
丁
目
三
十
五

－

九

共
同
生
活
援
助

一
般
社
団
法
人

は
ぴ
ね
す
の
羽

根

平
成
二
十
九
年

一
月
一
日

〇
四
一
〇
七
〇
〇
四
四
七

桂
實
苑

名
取
市
本
郷
字
東
六
軒

百
三
十
二
番
地
一

短
期
入
所

株
式
会
社
リ
ー

ベ
ン

平
成
二
十
九
年

一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
九
二
の
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
本
吉
町
道
外
一
九
三
の
四

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

道　

路　

名　

三
九
八
号
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三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
中
央
三
丁
目
三
三
番
五
地
先
か
ら

同
市
八
幡
町
一
丁
目
四
番
三
地
先
ま
で

前
Ａ

一
〇
・
〇
〜

 

二
〇
・
〇

八
一
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ

一
〇
・
〇
〜

 

四
九
・
五

八
一
〇
・
〇

一
四
・
五
〜

 

三
四
・
五

二
九
二
・
二

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

石
巻
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
八
幡
町
一
丁
目
九
四
番
二
地
先
か
ら

同
市
八
幡
町
二
丁
目
一
番
地
先
ま
で

前

一
八
・
〇
〜

 

二
三
・
〇

 
一
一
九
・
〇

後

　

六
・
〇
〜

 

三
二
・
〇

 

三
四
一
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
三
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

魚
町
・
南
町
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
四
号

　

名
取
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

閖
上
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
五
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

新
渡
波
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
六
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

宮　　城　　県　　公　　報第2823号　平成29年１月10日　火曜日 （4）



　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

新
渡
波
西
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
七
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

新
蛇
田
南
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
八
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

　

２　

名
称　

赤
岩
港
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
九
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

赤
岩
港
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
一
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
準
防
火
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
二
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

　

２　

名
称　

大
規
模
集
客
施
設
制
限
地
区

　
　
　
　
　
　

特
別
工
業
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
三
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

南
気
仙
沼
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
四
号

　

名
取
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公　
　
　

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

リ
ズ
ム
調
剤
薬
局
白
石
蔵
王

店

白
石
市
鷹
巣
東
三
丁
目
八

－

三
十
五

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

め
で
し
ま
の
郷
オ
レ
ン
ジ
薬

局

名
取
市
愛
島
笠
島
字
野
田
三
十
八

－

四

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
辞
退
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

担
当
す
る

医
療
の
種
類

所　
　

在　
　

地

指
定
辞
退
年
月
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
て
あ
ー
て

訪
問
看
護

石
巻
市
小
船
越
字
堤
下
六
十
六

平
成
二
十
八
年
十
二
月

三
十
一
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変
更
前

医
療
法
人
社
団
盟
陽
会
富
谷

中
央
病
院

黒
川
郡
富
谷
町
上
桜
木
二
丁
目
一

－

六

変
更
後

医
療
法
人
社
団
盟
陽
会
富
谷

中
央
病
院

富
谷
市
上
桜
木
二
丁
目
一

－

六
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変
更
前

マ
リ
ー
ン
調
剤
薬
局
上
桜
木

店

黒
川
郡
富
谷
町
上
桜
木
二
丁
目
一

－

七

変
更
後

マ
リ
ー
ン
調
剤
薬
局
上
桜
木

店

富
谷
市
上
桜
木
二
丁
目
一

－

七

変
更
前

サ
ン
テ
薬
局
日
吉
台
店

黒
川
郡
富
谷
町
日
吉
台
一
丁
目
二
十
一

－

三

変
更
後

サ
ン
テ
薬
局
日
吉
台
店

富
谷
市
日
吉
台
一
丁
目
二
十
一

－

三

変
更
前

マ
リ
ー
ン
調
剤
薬
局
新
富
谷

店

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
四
丁
目
一

－

十

変
更
後

マ
リ
ー
ン
調
剤
薬
局
新
富
谷

店

富
谷
市
成
田
四
丁
目
一

－

十

変
更
前

調
剤
薬
局
コ
コ
ロ
エ
ル

黒
川
郡
富
谷
町
上
桜
木
二
丁
目
三

－

六

変
更
後

調
剤
薬
局
コ
コ
ロ
エ
ル

富
谷
市
上
桜
木
二
丁
目
三

－

六

変
更
前

ア
イ
セ
イ
薬
局
明
石
台
店

黒
川
郡
富
谷
町
明
石
台
六
丁
目
一

－

二
十

変
更
後

ア
イ
セ
イ
薬
局
明
石
台
店

富
谷
市
明
石
台
六
丁
目
一

－

二
十

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
北
長
谷
字
畑
堤
上
九
番
一
の
一
部

　

岩
沼
市
里
の
杜
三
丁
目
四
番
五
号　

十

－

三
号

菊
地　
　

啓　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

四　

傍
聴
手
続

　

１ 　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

五　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
○
二
二

－

二
一
一

－

三
六
一
一
）

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
1
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
29年
１
月
10日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
坂
　
　
下
　
　
　
　
　
賢
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
28年
８
月
17日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
28年
10月
31日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容
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⑴
　
大
崎
高
等
技
術
専
門
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
報
酬
及
び
賃
金
に
お
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
及
び
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
訓
練
委
託
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
報
酬
に
お
い
て
，
改
定
前
の
報
酬
月
額
で
支
給
を
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
９
件
（
３
名
）

　
　
　
　
　
・
正
支
給
額
計
　
976,470円

　
　
　
　
　
・
既
支
給
額
計
　
972,888円

　
　
　
　
　
・
追
給
額
　
　
　
　
3,582円

　
　
　
　
〇
臨
時
職
員
の
賃
金
に
お
い
て
，
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
を
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
99,463円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
今
回
の
事
案
は
，
組
織
と
し
て
財
務
の
決
議
書
や
添
付
書
類
を
慎
重
に
確
認
す
る
等
充
分
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
体
制
を
欠
い
た
こ
と
が
原
因
で
あ
り
，
さ
ら
に
，
担
当
者
が
庶
務
に
不
慣
れ
な
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
一
層
の

手
厚
い
支
援
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
，
今
後
は
挙
証
資
料
の
添
付
や
突
合
の
厳
格
な
実
施
，
内
部
統
制
で

定
め
る
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
常
時
活
用
す
る
な
ど
，
組
織
と
し
て
内
部
統
制
が
効
果
的
に
機
能
す
る
よ
う
具
体

的
な
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
事
務
処
理
の
大
原
則
で
あ
る
組
織
で
の
複
数
の
目
に
よ
る
確
認
や
日
常
的
な

声
掛
け
を
徹
底
し
，
再
発
防
止
を
図
っ
て
い
く
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
2
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
29年
１
月
10日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
坂
　
　
下
　
　
　
　
　
賢
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
28年
９
月
12日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
28年
10月
31日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
税
務
課
・
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,735,423,962円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

3,044,091,239円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,779,515,201円

　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,705,086,450円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

3,604,984,294円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

5,310,070,744円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
収
入
未
済
額
は
，
平
成
26年
度
決
算
か
ら
約
５
億
３
千
万
円
の
縮
減
（
▲
10％
）
が
図
ら
れ
た
も
の
の
，

更
な
る
縮
減
を
進
め
る
た
め
に
，
平
成
28年
３
月
に
策
定
し
た
新
た
な
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」

に
基
づ
き
，
税
収
確
保
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
 　
計
画
の
重
点
税
目
で
あ
る
個
人
県
民
税
は
，
依
然
と
し
て
県
税
収
入
未
済
額
の
約
８
割
を
占
め
て
い
る
た

め
，
県
税
事
務
所
に
設
置
し
た
市
町
村
滞
納
整
理
業
務
改
善
支
援
チ
ー
ム
を
中
心
に
，
市
町
村
が
単
独
で
高
い

徴
収
率
を
実
現
で
き
る
よ
う
積
極
的
に
支
援
を
行
う
と
と
も
に
，
連
携
・
協
働
し
て
縮
減
対
策
を
実
施
し
て
い

く
。

　
　
　
 　
具
体
に
は
，
県
税
職
員
の
市
町
村
職
員
と
の
併
任
の
拡
大
の
ほ
か
，
地
方
税
徴
収
対
策
室
に
よ
る
集
中
的
な

滞
納
整
理
の
実
施
，
県
に
よ
る
直
接
徴
収
の
実
施
，
特
別
徴
収
の
推
進
，
宮
城
一
斉
滞
納
整
理
強
化
月
間
の
設

定
な
ど
の
徴
収
対
策
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
く
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
に
つ
い
て
も
，
引
き
続
き
債
権
差
押
，
捜
索
や
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
な
ど
の
滞
納
処
分
を
中
心
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過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

36,118,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
事
業
実
施
主
体
が
，
平
成
27年
９
月
に
廃
棄
物
処
理
法
違
反
に
よ
る
処
罰
を
受
け
た
た
め
，
過
年
度
に
交
付

し
て
い
た
補
助
金
の
交
付
決
定
を
取
り
消
し
，
全
額
の
返
還
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
，
年
度
内
に
返
還
さ
れ
ず

収
入
未
済
と
な
っ
た
。

　
　
　
 　
債
務
者
は
，
上
記
処
罰
に
伴
う
廃
棄
物
処
理
業
許
可
の
取
消
に
よ
っ
て
事
業
継
続
が
困
難
と
な
っ
て
い
る

が
，
庁
内
関
係
課
所
と
連
携
し
つ
つ
，
継
続
的
に
面
談
等
を
実
施
し
，
会
社
の
事
業
計
画
や
資
産
状
況
の
把
握

に
努
め
な
が
ら
，
補
助
金
返
還
に
向
け
た
交
渉
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
 　
今
後
も
引
き
続
き
，
債
務
者
に
粘
り
強
く
納
付
を
促
し
て
い
く
と
と
も
に
，
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
て
い

く
。

　
⑷
　
循
環
型
社
会
推
進
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た

の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

64,654,681円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

544,453,759円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

609,108,440円

　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

31,646,763円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

513,622,996円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

545,269,759円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
債
務
者
（
不
真
正
連
帯
債
務
者
８
者
）
の
う
ち
県
内
在
住
者
に
つ
い
て
は
，
定
期
的
に
自
宅
等
を
訪
問
し
て

納
付
折
衝
を
行
い
，
自
主
的
納
付
を
促
し
て
お
り
，
今
年
度
は
４
月
か
ら
９
月
ま
で
に
，
一
部
納
付
金
と
し
て

402,000円
を
回
収
し
た
。

　
　
　
 　
引
き
続
き
，
粘
り
強
く
債
務
者
に
納
付
を
促
す
交
渉
を
行
っ
て
い
く
ほ
か
，
定
期
的
に
所
得
調
査
及
び
財
産

調
査
な
ど
を
実
施
し
，
新
た
な
財
産
の
発
見
に
努
め
，
必
要
に
応
じ
て
差
押
え
を
行
う
な
ど
，
で
き
る
限
り
債

権
回
収
に
努
め
て
い
く
。

と
し
た
取
組
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
，
財
産
の
な
い
滞
納
者
へ
の
滞
納
処
分
の
執
行
停
止
を
適
切
に
行
い
，
更

な
る
収
入
未
済
額
の
縮
減
を
図
る
。　

　
　
　
 　
そ
の
た
め
，
各
県
税
事
務
所
が
計
画
に
基
づ
き
定
め
た
縮
減
目
標
と
事
業
計
画
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に
報

告
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
適
切
な
債
権
管
理
の
指
導
・
助
言
を
行
っ
て
い
く
。

　
⑵
　
管
財
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
行
政
財
産
の
使
用
料
等
の
収
入
遅
延
に
関
し
，
督
促
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
及
び
督
促
を
行
わ
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
延
滞
金
の
徴
収
が
で
き
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
督
促
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
　
　
数
 

38件

　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
 

15,605,200円

　
　
　
　
〇
督
促
を
行
わ
な
い
た
め
延
滞
金
の
徴
収
が
で
き
な
い
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
　
　
数
 

２
件

　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
 

5,856,220円

　
　
　
　
　
・
延
滞
金
額
 

71,700円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
 　
経
理
担
当
班
及
び
事
業
担
当
班
の
複
数
職
員
で
，
財
務
シ
ス
テ
ム
か
ら
出
力
さ
れ
る
収
納
状
況
一
覧
表
に

よ
り
，
調
定
案
件
す
べ
て
の
，
収
納
状
況
を
確
認
す
る
。

　
　
　
ロ
 　
納
入
期
限
を
過
ぎ
て
も
収
納
が
確
認
さ
れ
な
い
案
件
に
つ
い
て
は
，
財
務
規
則
に
定
め
る
督
促
期
限
内
に

督
促
状
を
発
行
す
る
。

　
　
　
ハ
　
収
納
確
認
後
，
延
滞
金
の
算
定
を
行
い
，
延
滞
金
が
発
生
す
る
場
合
は
，
納
入
通
知
書
を
発
行
す
る
。

　
⑶
　
環
境
政
策
課
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
（
平
成
23年
度
産
業
廃
棄
物
再
資
源
化
・
再
生
資
源
利
活
用
設
備
等
整
備
事
業
費
及

び
平
成
24年
度
み
や
ぎ
産
業
廃
棄
物
３
Ｒ
等
推
進
設
備
事
業
に
係
る
返
還
金
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ

た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

36,118,000円
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平
成
27年
度
収
入
未
済
額
 

609,108,440円
（
Ａ
）

　
　
　
　
収
入
済
額
 

402,000円
（
Ｂ
）

　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円
（
Ｃ
）

　
　
　
　
平
成
28年
度
調
定
額
 

28,710,603円
（
Ｄ
）

　
　
　
　
平
成
28年
９
月
末
収
入
未
済
額
 
637,417,043円

（
Ａ
－
Ｂ
－
Ｃ
＋
Ｄ
）

　
⑸
　
子
育
て
支
援
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
児
童
保
護
費
，
過
誤
払
返
納
金
及
び
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返

還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

12,305,948円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

83,673,066円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

95,979,014円

　
　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

14,527,371円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

84,768,164円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

99,295,535円

　
　
　
　
〇
児
童
保
護
費

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,396,940円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

10,507,990円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

12,904,930円

　
　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,924,940円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

12,198,550円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

14,123,490円

　
　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金
（
里
親
委
託
費
）

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

72,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,300,994円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,372,994円

　
　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,300,994円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

2,240円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,303,234円

　
　
　
　
〇
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

493,860円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

14,472,070円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

14,965,930円

　
　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

311,910円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

15,980,640円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

16,292,550円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
 　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
は
，
本
庁
と
事
務
所
が
一
体
と
な
り
保
健
福

祉
部
全
体
で
取
り
組
む
た
め
平
成
27年
３
月
に
策
定
し
た
「
意
識
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
及
び
「
縮
減
方
針
」

に
基
づ
き
，
対
応
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
 　
組
織
を
あ
げ
た
体
制
と
し
て
部
長
を
ト
ッ
プ
と
す
る
対
策
会
議
の
ほ
か
，
各
事
務
所
で
所
内
検
討
会
を
開

催
し
，
職
員
の
意
識
付
け
を
強
化
し
た
上
で
，
債
権
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
，
県
内
統
一
基
準
に
よ
る
債

権
管
理
と
集
中
催
告
，
ま
た
「
借
り
た
も
の
は
返
す
も
の
」
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
る
よ
う
粘
り
強
い
説
得

等
に
取
り
組
ん
だ
結
果
，
未
済
額
が
大
き
く
（
約
3,300千

円
）
縮
減
し
た
。

　
　
　
　
 　
こ
の
こ
と
か
ら
，
新
た
な
未
済
を
少
な
く
す
べ
く
，
保
健
福
祉
事
務
所
に
対
し
，
よ
り
効
果
的
な
取
組
に

資
す
る
た
め
の
情
報
共
有
等
適
宜
助
言
す
る
と
と
も
に
，
平
成
29年
度
か
ら
の
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
の
円
滑

な
導
入
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
 

95,979,014円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

6,356,298円

　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
平
成
28年
８
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 
89,622,716円
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な
お
，
市
町
村
と
連
携
し
て
支
払
差
止
の
処
理
を
行
う
な
ど
，
返
還
金
発
生
の
未
然
防
止
に
努
め
た
。

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
 

14,965,930円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

281,330円

　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
平
成
28年
８
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 
14,684,600円

　
⑹
　
経
済
商
工
観
光
総
務
課
・
富
県
宮
城
推
進
室
・
企
業
復
興
支
援
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
金
返
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促

進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

16,822,765円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

624,132,558円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

640,955,323円

　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

624,132,558円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

624,132,558円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
27年
度
現
年
度
分
収
入
未
済
の
１
法
人
に
つ
い
て
は
，
平
成
27年
９
月
に
破
産
手
続
き
が
開
始
さ
れ
，

補
助
金
で
取
得
し
た
財
産
の
処
分
に
よ
る
換
価
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
承
認
し
，
返
還
金
の
納
付
を
命
令

し
た
が
，
配
当
手
続
未
了
の
た
め
未
収
と
な
っ
た
も
の
。
平
成
28年
末
ま
で
に
破
産
手
続
き
が
終
結
す
る
予
定

で
あ
る
が
，
全
額
回
収
に
は
至
ら
な
い
見
込
み
で
あ
る
。

　
　
　
 　
ま
た
，
不
正
受
給
案
件
で
あ
る
１
法
人
の
収
入
未
済
に
つ
い
て
は
，
納
付
指
導
や
経
営
状
況
の
把
握
に
努
め

て
き
た
が
，
平
成
28年
３
月
に
民
事
再
生
手
続
開
始
決
定
を
受
け
た
こ
と
か
ら
，
再
生
計
画
案
の
内
容
を
確
認

し
た
上
で
，
国
と
調
整
し
な
が
ら
対
応
を
検
討
し
て
い
く
。

　
⑺
　
雇
用
対
策
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
及
び
過
誤
払
返
納
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な

債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
児
童
保
護
費

　
　
　
　
イ
 　
前
年
度
に
比
較
し
，
過
年
度
分
は
減
少
し
て
い
る
が
，
現
年
度
分
は
増
加
し
て
い
る
。
現
年
度
分
の
収

入
未
済
の
増
加
は
，
過
年
度
分
の
累
積
増
加
に
つ
な
が
る
た
め
よ
り
対
策
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
児
童
相
談
所
に
対
し
，
次
の
こ
と
を
助
言
し
た
。

　
　
　
　
　
ａ
 　
新
規
に
児
童
を
措
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
そ
の
保
護
者
に
負
担
金
納
入
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を

行
い
，
理
解
を
得
る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
ｂ
 　
滞
納
が
発
生
し
た
場
合
に
は
，
迅
速
に
納
付
交
渉
を
行
い
，
滞
納
者
か
ら
納
付
で
き
な
い
理
由
を
確

認
す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
場
合
に
は
分
割
納
入
を
指
導
，
又
は
徴
収
の
猶
予
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま

た
，
定
期
的
な
納
付
指
導
を
継
続
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
ｃ
 　
職
員
を
現
金
取
扱
員
と
し
て
一
部
納
付
金
の
受
領
を
認
め
る
よ
う
に
す
る
な
ど
，
個
々
の
実
態
に
合

わ
せ
た
納
入
促
進
対
策
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
ｄ
 　
滞
納
者
の
子
で
あ
る
児
童
の
保
護
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合
は
，
滞
納
処
分
も
視
野

に
入
れ
，
財
産
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
ロ
　
時
効
が
成
立
し
た
債
権
に
つ
い
て
は
，
引
き
続
き
不
納
欠
損
と
し
て
処
理
し
て
い
く
。

　
　
　
　
ハ
　
債
権
回
収
会
社
へ
の
業
務
委
託
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
 

12,904,930円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

390,170円

　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
平
成
28年
８
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 
12,514,760円

　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金
（
里
親
委
託
費
）

　
　
　
　
 　
当
課
の
助
言
を
受
け
，
過
誤
払
返
納
金
の
あ
っ
た
東
部
児
童
相
談
所
で
は
，
平
成
27年
度
に
返
納
対
象
者

に
対
し
督
促
を
行
っ
た
。
今
後
，
返
納
対
象
者
の
財
産
状
況
の
把
握
に
努
め
な
が
ら
分
割
納
入
等
の
指
導
す

る
よ
う
再
度
助
言
し
た
。

　
　
　
　
 　
ま
た
，
新
た
な
過
誤
払
返
納
金
が
生
じ
な
い
よ
う
，
里
親
の
状
況
把
握
を
慎
重
に
行
う
よ
う
指
導
し
た
。

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
 

1,372,994円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

　
　
0円

　
　
　
　
　
　
平
成
28年
８
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 

1,372,994円

　
　
　
〇
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金

　
　
　
　
 　
民
間
企
業
の
ボ
ー
ナ
ス
期
に
合
わ
せ
て
，
特
別
滞
納
整
理
期
間
（
７
月
及
び
12月
）
を
設
け
，
集
中
的
に

督
促
を
行
っ
て
お
り
，
平
成
28年
度
に
お
い
て
も
，
７
月
に
集
中
督
促
を
行
っ
た
。

宮　　城　　県　　公　　報（11）　平成29年１月10日　火曜日 第2823号



　
　
　
　
〇
補
助
金
等
精
算
返
還
金
（
雇
用
維
持
奨
励
金
及
び
事
業
復
興
型
雇
用
創
出
助
成
金
）

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

517,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

588,938円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,105,938円

　
　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

542,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

588,938円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,130,938円

　
　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金
（
事
業
復
興
型
雇
用
創
出
助
成
金
）

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,544,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,544,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
補
助
金
等
精
算
返
還
金

　
　
　
　
 　
平
成
27年
度
現
年
度
分
517,000円

に
つ
い
て
は
，
３
回
の
分
割
納
付
計
画
に
よ
り
納
付
予
定
だ
っ
た
が
，

債
務
者
と
５
月
か
ら
連
絡
が
取
れ
な
く
な
り
行
方
不
明
で
あ
る
た
め
，
調
査
を
継
続
し
て
い
く
。

　
　
　
 　
平
成
27年

度
過
年
度
分
588,938円

に
つ
い
て
は
，
債
務
者
に
対
し
平
成
25年
12月
20日

付
け
で
奨
励
金

588,938円
の
交
付
決
定
取
消
・
返
還
命
令
を
行
っ
て
い
る
が
，
現
在
破
産
申
立
に
向
け
て
弁
護
士
が
対
応
中

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
毎
月
１
回
は
電
話
に
よ
る
状
況
確
認
を
行
い
，
債
権
回
収
に
努
め
て
い
る
。

　
　
　
 　
平
成
26年

度
分
542,000円

に
つ
い
て
は
，
債
務
者
に
破
産
廃
止
の
処
分
が
な
さ
れ
た
た
め
不
納
欠
損
処
分

を
行
っ
た
。

　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金

　
　
　
 　
債
務
者
の
業
績
不
振
な
ど
か
ら
分
割
納
付
と
し
た
が
，
一
部
し
か
納
付
さ
れ
て
い
な
い
。
随
時
納
付
指
導
を

行
い
自
主
納
付
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
，
長
期
的
な
納
付
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
，
債
権
管
理
を
十
分

に
行
い
完
納
に
努
め
て
い
く
。

　
⑻
　
農
林
水
産
経
営
支
援
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な

債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,280,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

28,256,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

32,536,000円

　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,852,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

25,336,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

30,188,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
償
還
金
に
つ
い
て
は
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
向
け
て
，
債
務
者
へ
の
電
話
連

絡
や
訪
問
面
談
に
よ
り
資
産
や
生
活
状
況
等
を
把
握
し
，
地
方
振
興
事
務
所
と
も
連
携
し
な
が
ら
債
権
の
回
収

に
努
め
て
き
た
。

　
　
　
 　
長
期
延
滞
者
は
，
倒
産
に
よ
り
破
産
し
た
者
や
経
営
不
振
に
加
え
東
日
本
大
震
災
の
原
発
事
故
の
影
響
に
よ

り
更
に
経
営
が
悪
化
し
た
者
な
ど
で
収
入
も
乏
し
く
，
そ
の
多
く
が
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
今
後
も
電
話

連
絡
や
面
談
等
に
よ
り
納
入
指
導
を
継
続
し
，
収
納
促
進
を
図
っ
て
い
く
ほ
か
，
償
還
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
る
案
件
に
つ
い
て
は
，
債
権
放
棄
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
今
後
の
対
応
を
検
討
し
て
い
く
。

　
　
　
　
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
 

32,536,000円

　
　
　
　
収
入
済
額
 

30,000円

　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
平
成
28年
９
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 
32,506,000円

　
⑼
　
畜
産
課
・
全
国
和
牛
能
力
共
進
会
推
進
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
死
亡
牛
適
正
処
理
施
設
整
備
事
業
補
助
金
返
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適

切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

29,709,868円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

29,709,868円

　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額
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・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,251,200円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

5,329,600円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

7,580,800円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
23年
９
月
に
滞
納
家
賃
縮
減
対
策
の
検
討
機
関
と
し
て
，
有
識
者
を
中
心
に
組
織
す
る
「
県
営
住
宅
滞

納
家
賃
等
縮
減
推
進
委
員
会
」
を
設
置
し
，
課
題
分
析
と
対
応
策
の
検
討
を
行
い
同
年
12月
，
委
員
会
か
ら
「
提

言
」
を
受
け
，「
県
営
住
宅
滞
納
家
賃
等
縮
減
推
進
の
取
組
方
針
」
を
策
定
し
た
。

　
　
　
 　
平
成
23年
度
か
ら
27年
度
ま
で
を
「
滞
納
縮
減
重
点
取
組
推
進
期
間
」
と
し
て
重
点
的
に
取
組
ん
で
き
た
が
，

期
間
満
了
に
伴
い
，
新
た
に
「
県
営
住
宅
滞
納
家
賃
等
縮
減
推
進
の
取
組
に
つ
い
て
」（
平
成
28年

度
か
ら
平

成
32年
度
）
を
定
め
，
滞
納
家
賃
等
の
縮
減
に
向
け
た
取
組
を
実
施
し
て
い
る
。

　
　
　
 　
新
た
に
定
め
た
取
組
で
は
，
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
踏
ま
え
，
推
進
期
間
中
の
取
組
の
継
続
実
施
を
基
本
と
し
，

重
点
的
な
取
組
事
項
を
定
め
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
⑾
　
高
校
教
育
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な

債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

69,198,456円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

89,517,912円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

158,716,368円

　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

54,049,133円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

57,772,663円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

111,821,796円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
収
入
未
済
額
を
縮
減
す
る
た
め
，
未
納
者
に
対
し
，
督
促
状
を
送
付
し
，
さ
ら
に
３
か
月
毎
に
納
付
催
告
書

を
郵
送
す
る
ほ
か
，
電
話
に
よ
り
督
促
し
て
い
る
。

　
　
　
 　
督
促
は
，
本
人
の
み
な
ら
ず
，
保
証
人
に
対
し
て
も
粘
り
強
く
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
 　
Ｈ
27年

度
に
お
い
て
，
過
年
度
の
収
入
未
済
の
う
ち
，
22,303,884円

を
回
収
し
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

29,709,868円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

29,709,868円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
破
産
案
件
で
あ
る
１
法
人
の
収
入
未
済
に
つ
い
て
は
，
平
成
26年
11月
に
裁
判
所
へ
の
債
権
届
出
以
降
，
平

成
28年
９
月
ま
で
７
回
開
催
さ
れ
た
債
権
者
集
会
に
出
席
す
る
な
ど
し
，
情
報
収
集
を
継
続
し
て
い
る
。
債
権

総
額
が
約
２
億
７
千
万
円
に
上
り
，
県
債
権
へ
の
配
当
は
極
め
て
厳
し
い
状
況
で
あ
る
も
の
の
，
引
き
続
き
状

況
把
握
に
努
め
る
。

　
　
　
　
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
 

29,709,868円

　
　
　
　
収
入
済
額
 

0円

　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
平
成
28年
９
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 
29,709,868円

　
⑽
　
住
宅
課
・
復
興
住
宅
整
備
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
営
住
宅
使
用
料
及
び
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る

が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
県
営
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

15,141,480円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

35,612,802円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

50,754,282円

　
　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

21,001,353円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

96,752,563円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

117,753,916円

　
　
　
　
〇
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,421,950円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

2,084,520円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

3,506,470円
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努
め
た
。

　
⑿
　
警
察
本
部

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
損
害
賠
償
金
，
放
置
違
反
金
及
び
延
滞
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債

権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
損
害
賠
償
金

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,842,560円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

17,668,184円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

20,510,744円

　
　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,658,134円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

14,415,850円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

18,073,984円

　
　
　
　
〇
放
置
違
反
金

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,917,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

7,818,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

12,735,000円

　
　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,621,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

11,819,509円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

17,440,509円

　
　
　
　
〇
延
滞
金
（
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
）

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

712,900円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

997,400円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,710,300円

　
　
　
　
　
・
平
成
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

479,800円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,370,190円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,849,990円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
イ
　
損
害
賠
償
金

　
　
　
ａ
　
電
話
に
よ
る
納
付
促
進

　
　
　
　
 　
電
話
に
よ
る
納
付
催
促
を
実
施
し
た
。

　
　
　
ｂ
　
分
割
納
付
・
一
部
現
金
に
よ
る
債
権
の
回
収

　
　
　
　
 　
生
活
困
窮
等
の
理
由
で
一
括
納
付
が
で
き
な
い
債
務
者
に
対
し
て
は
，
一
部
現
金
納
付
に
よ
り
債
権
を

回
収
し
た
。

　
　
　
ｃ
　
分
割
納
付
者
に
対
す
る
指
導

　
　
　
　
 　
分
割
納
付
者
の
う
ち
，
納
付
が
滞
り
が
ち
と
な
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
し
て
は
，
電
話
に
よ
る
納
付
指

導
を
実
施
し
た
。

　
　
　
　
　
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
の
処
理
状
況

　
　
　
　
　
　
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
 

20,510,744円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

290,000円

　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

　
　
　
　
0円

　
　
　
　
　
　
平
成
28年
９
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 
20,220,744円

　
　
ロ
　
放
置
違
反
金
及
び
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金

　
　
　
ａ
　
電
話
催
促
に
よ
る
自
主
納
付
の
促
進

　
　
　
　
 　
督
促
後
も
滞
納
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
早
期
に
電
話
催
促
を
実
施
し
自
主
納
付
を
促
し
た
。

　
　
　
ｂ
　
臨
戸
に
よ
る
現
金
徴
収
（
自
主
納
付
）
の
強
化

　
　
　
　
 　
督
促
・
催
促
後
の
滞
納
者
及
び
所
在
不
明
・
連
絡
が
取
れ
な
い
者
に
対
し
て
は
追
跡
調
査
を
徹
底
し
，

積
極
的
に
臨
戸
を
実
施
し
て
自
主
納
付
を
促
す
と
共
に
可
能
な
限
り
現
金
徴
収
を
行
っ
た
。

　
　
　
ｃ
　
滞
納
処
分
の
実
施

　
　
　
　
 　
再
三
の
催
告
に
応
じ
な
い
滞
納
者
に
つ
い
て
は
，
財
産
調
査
を
徹
底
し
預
貯
金
債
権
の
差
押
え
等
の
滞

納
処
分
を
実
施
し
た
。

　
　
　
　
　
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
の
処
理
状
況
（
放
置
違
反
金
）

　
　
　
　
　
　
　
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
 

12,735,000円

　
　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

3,747,000円

　
　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
平
成
28年
９
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 

8,988,000円
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平
成
27年
度
収
入
未
済
額
の
処
理
状
況
（
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
）

　
　
　
　
　
　
平
成
27年
度
収
入
未
済
額
 

1,710,300円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

151,100円

　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
平
成
28年
９
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 

1,559,200円
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